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所有者不明土地を円滑に利用する仕組み 

 

近年、相続時の未登記などを原因として、いわゆる「所有者不明土地」が急増している。

所有者不明の土地の面積は約 410 万 ha に相当し、現時点で九州の面積を超える程の規模

に達し、2040 年には約 720ha に及ぶことが見込まれている。北海道の面積が 834 万 ha と

いうことを考えると、その規模の広がりがうかがえます。所有者を特定するのに掛かるコ

ストは膨大で、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの

一因となっていることが大きな懸念材料となっています。 

そこで、所有者不明土地の利用の円滑化を図るための「所有者不明土地の利用の円滑化等

に関する特別措置法案」が成立しました。 

 

（１）所有者不明土地を円滑に利用する仕組み 

 反対権利者がおらず、建築物がなく現在、利用されていない所有者不明土地について 

 ○ 公共事業における収用手続の合理化・円滑化（所有権の取得） 

   国、都道府県知事が事業認定した事業について、都道府県知事が裁定 

 ○ 地域福利増進事業の創設（利用権の設定） 

   地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、 

都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、利用権を設定 

 

（２）所有者の探索を合理化する仕組み 

 ○ 土地所有者の探索に必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設 

 ○ 相続登記等がされていない土地について、 

登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録できる制度を創設 

 

（３）所有者不明土地を適切に管理する仕組み 

 ○ 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、 

地方公共団体が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設 

 

超高齢化社会を迎え、今後大量の相続案件が発生するなかで所有者不明土地問題への対応

は必要不可欠かつ喫緊の課題である、と言われています。また地域においてはこういった

減少は以前からも見られていたことで、相続未登記の土地・農地等は慢性的に発生してい

ました。人口減少と地域の過疎化によって地方では土地の価値が下がり登記費用を払って



まで所有権を登記する価値の無い土地とされていることも少なくないことが起因していま

した。 

さて、根本的な課題ですが、行政の施策を消費者に伝え促して、地域の課題を解決できる

のは一体どんな事業者になるかというと、地場に根差した事業者にしかこういった課題を

解決していく為の動きを図ることはできません。世界ではコンパクトタウン化や都市計画

によって機能推進が進んでいますが、日本は今回のような課題があり出遅れている状況で

す。施策や整備計画も重要ではありますが、相続時に困らないように消費者が相談しやす

い場所を提供することが最も重要です。消費者の住生活における様々な悩み事を集め、適

正かつ適格な事業者にバトンをつなぐことのできるハブ機能としての窓口が今の日本市場

には求められています。 

 


